第１号様式（第５条関係）　　　　　（表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　

唐津市長　様

未来につなぐ唐津移住支援事業補助金交付申請書

未来につなぐ唐津移住支援事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、補助金の交付を申請します。

１　申請者欄

	ふりがな
	　
	生年月日

	氏名
	　

	年　　月　　日

	住所
	〒

　
	電話

番号
	

	メール
アドレス
	　


２　補助金の内容（該当する欄に○を付けてください。）

	単身・世帯
	単身
	
	世帯
	

	同時に移住した世帯員の人数

（１の申請者は、含まない。）
	人
	左のうち１８歳未満の世帯員の人数
	人

	就業等要件
	就業
	
	起業
	
	農林
漁業
	
	空き家
	

	
	伝統工芸
	
	スポーツ
	


３　各種確認事項（該当する欄に○を付けてください。）※
	裏面「未来につなぐ唐津移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約事項」に記載された内容について
	Ａ 誓約する
	
	Ｂ 誓約しない
	

	裏面「未来につなぐ唐津移住支援事業補助金に係る個人情報の取扱い」に記載された内容について
	Ａ 同意する
	
	Ｂ 同意しない
	

	交付申請日から５年以上継続して本市に居住し、かつ、本支援金を申請するために必要な要件を満たす意思について
	Ａ 意思がある
	
	Ｂ 意思がない
	

	申請者を含む世帯員の地方自治体からの移住に伴う補助金受給状況について（申請日から１０年以内）
	Ａ 受給していない
	
	Ｂ 受給している
	

	（就業の場合のみ記載）
就業先の法人の代表者、取締役その他の経営を担う職務を務める者との関係
	Ａ ３親等以内の親族に該当しない
	
	Ｂ ３親等以内の親族に該当する
	

	（空き家の場合のみ記載）
空き家の売主との関係
	Ａ ３親等以内の親族に該当しない
	
	Ｂ ３親等以内の親族に該当する
	


（裏）
４　転入前の住所

	住所
	


未来につなぐ唐津移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約事項

１　佐賀県及び唐津市から未来につなぐ唐津移住支援事業補助金に係る報告及び立入調査を求められた場合は、これに応じます。

２　申請者及びその世帯員は、次のいずれにも該当する者ではありません。なお、唐津市長が必要と認める場合には、佐賀県唐津警察署に照会することについて承諾します。

　(1) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

　(2) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

　(3) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員を利用している者

　(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合

　(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

３　次の各号のいずれかに該当したときは、未来につなぐ唐津移住支援事業補助金交付要綱第９条に基づく補助金の交付の決定の取消し及び返還請求に応じ、当該各号に定める金額の補助金を返還します。

(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けた場合　補助金の全額

(2) 補助金の申請日から３年を経過する日までの間に本市から転出した場合　補助金の全額

(3) 補助金の申請日から１年を経過する日までの間に第３条第２号、第４号、第６号又は第７号に規定する要件を満たす職を辞した場合　補助金の全額

(4) 県要領に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付の決定を取り消された場合　補助金の全額

(5) 第３条第４号に規定する農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後１年以内に農

　林漁業に就業しなかった場合又は農林漁業に就業後１年以上継続しなかった場合　補助金の全額
(6) 第３条第５号に規定する空き家の取得若しくは改修等に係る本市の支援制度の交付決定等を取り消さ

れた場合又は取得した空き家を売却若しくは居住以外の目的で使用する場合　補助金の全額
(7) 第３条第６号に規定する伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後１年以内に

伝統工芸等に就業若しくは開業をしなかったは場合又は伝統工芸等への就業若しくは開業後１年以上継

続しなかった場合　補助金の全額
(8) 第３条第７号に規定するスポーツに関する人材確保支援策に係る交付の決定を取り消された場合　補

助金の全額

(9) 補助金の交付申請日から３年を経過する日を超え５年を経過する日までの間に本市から転出した場合　

補助金の半額

未来につなぐ唐津移住支援事業補助金に係る個人情報の取扱い

１　唐津市は、未来につなぐ唐津移住支援事業補助金の交付に際して得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき適切に管理し、本事業の実施のために利用します。

２　唐津市は、当該個人情報について、国及び佐賀県への実施状況の報告等のため、国及び佐賀県に提供する場合があります。

３　唐津市は、年に１度住民基本台帳による居住確認を行うとともに、転出した場合は、その転出先の確認を行う場合があります。
